
未来へつなぐ ひと づく り 基本施策３

※コ ミ ュ ニティ ・ スク ール：

学校と 保護者や地域住民がと も に知恵を 出し 合い、学校運営に意見を 反映さ せるこ と で、一緒に協働し な がら 子ども た

ちの豊かな成長を 支え「 地域と と も にある 学校づく り 」 を 進める法律（ 地教行法第4 7 条の5 ） に基づいた仕組み。

基本施策３ 未来へつなぐ ひと づく り

［  施策目標 ］

■子育て家庭の支援を 図り、教育環境の向上に努め、幼児の健やかな成長を 助長し ます。

■学校・ 家庭・ 地域が連携し 、地域を あげて子ど も を 見守り、健やかに育てる 環境づく り を 目

指し ます。

■引き 続き、青少年の健全育成の支援に取り 組み、青少年が地域や社会の一員と して主体的

に未来を 担える資質を 身につけ、健全な成長を 地域で支える 社会を 目指し ます。

○子ど も が、確かな学力、豊かな 人間性、健康、体力と いっ た「 生きる 力」を 身につけ、玖珠町の未来を

担う 人材と し て心身と も に健やかに成長し ていく こ と ができる 教育環境づく り が強く 求めら れてい

ます。

○幼児教育について、玖珠町では玖珠町幼児教育振興プ ログラムを 策定し 、町内の幼児教育施設で 幼

児期にふさ わし い教育の基本部分を 共通化する取組を 行っています。

○障がいのある 子ど も の能力や可能性を 最大限に伸ばすため、特別支援教育の推進にあたっては、関

係機関（ 福祉部門）と 連携し 、保護者を 中心とし た支援の充実が必要となっています。

○学校教育においては、コ ミ ュ ニティ・ スク ール※制度の導入により、学校、家庭、地域の情報共有を 図

ること ができ、円滑な学校運営が行われています。

○学力の向上については、学力向上推進計画に基づき 実施さ れた成果が現れていますが、誰一人取り

残さ な い教育の実現に向け、低学力層の底上げ、活用力・ 応用力の向上等に取り 組む必要があり ま

す。また、規範意識や自己肯定感の醸成のため、学校の教育活動全体を 通し て組織的に取り 組む体

制づく り が必要となっています。

○新型コ ロ ナウイルス感染症による 学校の臨時休校措置で オン ライン 授業の必要性が高まっ たこ と

を 受けて、文部科学省が子ど も たち 一人ひと り の個性に合わせた 教育の実現を 目的と し て、学校

の児童生徒に1 人1 台端末及び高速大容量の通信ネッ ト ワーク を 一体的に整備する「 ＧＩ Ｇ Ａ ス

ク ール構想」の整備が加速化さ れまし た。玖珠町においては、「 ＧＩ Ｇ Ａ スク ール構想」の取組につ

いて、県下で も 先駆けて実施し ており 、今後は教職員や児童生徒が最大限活用できる 仕組みづく

り が必要で す。

施策３ -１ 　 幼児・ 学校教育の発展と 青少年の健全育成

（ 幼児・ 学校教育）

・ ・ ・ 施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）
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未来へつなぐ ひと づく り基本施策３

※地産地消：

地域で 生産さ れた食用の農林水産物を、その生産地域において消費すると いう 取組。

○玖珠町で は、地元で 生産さ れた農産品を 給食の食材と し て取り 入れ、地産地消※を 推進し てき たほ

か、学校と 連携して、食育授業を 行い、郷土愛の醸成や健全な食習慣の啓発に努めています。

○平成7 年に学校給食センタ ーが落成して以来、児童生徒の心身の健全な発達、地産地消に資するこ

と を 目的に安全な 学校給食の提供を 行っていますが、設備等の老朽化が進んでいます。安全な 学校

給食を 提供するためには、今後の給食センタ ーの運営のあり 方を 含め、施設・ 設備の適正な 維持管

理が必要となっています。

○青少年健全育成では、町内旧７ 中学校区に青少年健全育成協議会が独自で活動を 実施しており、そ

の活動に対し て支援を 行っています。玖珠町では推進大会の開催や啓発チラ シ の全戸配布など、啓

発活動にも 取り 組んでおり、地域・ 学校・ 行政と の連携が強化さ れています。

○地域の子ど も たち を 守り 育てるため、地域住民が参画する「 協育」ネッ ト ワーク は、4 地区（ 森・ 玖珠・

北山田・ 八幡）の自治会館を 学校支援活動の拠点として、旧中学校区ごと にコ ーディ ネータ ーを 配置

し 学校と 地域が協働し た活動を 実施しています。また、放課後チャレンジ教室においては放課後の体

験活動や補充学習を 実施すること で子ども たち の安心安全な居場所づく り を 行っています。

○中学校が1 校に統合さ れ、地域と 学校の関わり を 模索し ている 段階であり コ ーディ ネータ ーの役割

が重要となっています。

（ 学校給食）

（ 青少年健全育成）
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未来へつなぐ ひと づく り 基本施策３

・ 幼児教育や学校教育について理解し 、コ ミ ュ ニティ・ スク ール等を 通じ て参加、協力する。

・ 家庭では、保護者間での連携を 図るほか、子ども と 学校のこと 等について会話を する。

3 -1 -1： 幼児教育・ 保育の充実

○玖珠町幼児教育振興プ ロ グラムに基づき、幼児期の遊びや生活を 充実さ せ、共に成長し あう 子ども

たち の育成を 目指すために、保育者の資質及び専門性の向上を 図り ます。

○特別支援教育の支援体制の充実を 図るために、関係機関等の連携を 促進し 、子育て支援体制の充

実を 図り ます。

3 -1 -2： 学校教育の充実

○知・ 徳・ 体のバランスのと れた子ども の育成に向けて、児童、生徒一人ひとり が持つ個性や可能性を

最大限に伸ばし 、生きる力と 夢を 育む教育を 進めます。

○学校の教育活動や運営状況を 積極的に公開すると と も に、学校・ 家庭・ 地域が連携し た学校づく り

を 推進し ます。

○学校間・ 校種間のき め細かな連携を 図り、学校教育の充実を 図り ます。

○IC T（ 情報通信技術）を 取り 入れた教育と と も に、教師と の対面指導や学校での学び合い、地域にお

ける体験活動を 効果的に組み合わせ、学びの質の向上に取り 組みます。

3 -1 -3： 学校給食を 通じ た食育の取組と 施設の充実

○地元の安全安心な食材を 学校給食に活用する等、地産地消の取組を 推進し ます。

○子ども たち の食に関する 正し い理解を 育み、食育の充実を 図り ます。

○学校給食センタ ーの衛生管理の徹底、調理従事者の衛生管理意識の向上に努めます。

○老朽化の進む施設、調理器機、機械設備の更新に努めます。

3 -1 -4 ： 青少年の健全育成

○学校の様々な 教育活動を 支援する 教育コ ーディ ネータ ーを 支援、育成する 等、学校支援活動を 推進

し ます。

○青少年健全育成協議会の活動支援、担い手の育成に努め、地域ぐるみで青少年を 守り 育てる環境づ

く り を 進めます。

町の取組（ 重点施策）

施策で の取組

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）
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未来へつなぐ ひと づく り基本施策３

○玖珠町教育大綱　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　【 教育委員会　 教育政策課　 教育政策班】

○玖珠町教育行政の重点方針　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　【 教育委員会　 教育政策課　 教育政策班】

○第４ 次玖珠町学力向上推進計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　【 教育委員会　 教育政策課　 指導班】

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画

7 0



未来へつなぐ ひと づく り 基本施策３

［  施策目標 ］

■住民が「 まなび」「 つどう 」事ができる 場づく り を 目指し 、楽し く 学び個性と 感性を 育みます。

■「 童話の里」の根幹を なす「 日本のアンデルセン 」久留島武彦を 顕彰すること により、郷土に

ついて理解を 深め、郷土愛を 高めます。

■スポーツを 通して、健康で住民相互の交流が盛んなまちを 目指し ます。

○中央公民館は、住民の生涯学習の場の拠点と し て、子ど も から 高齢者まで、幅広い年齢層を 対象と

し た、様々な 講座を 開講し 、生きがいの場づく り を 提供し ています。また、中高生の学習の場や各地

区自治会館で 行う 事業の協力等を 行っています。

○住民の学習に対する ニーズが多様化する なかで、住民が望む公民館講座や文化事業を 把握し 、住

民のニーズに対応し た講座を 実施し ます。

○久留島武彦記念館は、平成2 9 年4 月に開館さ れ、久留島武彦の調査・ 研究を はじ め、企画展等を

開催し 情報発信を 行っています。今後は久留島武彦と 玖珠町の歴史・ 文化の融合を 図るた め、豊

後森藩資料館等、町内施設と の連携を 図り 、ソ フ ト 面・ ハード 面を 含め、今後の方向性を 検討し て

いく 必要があり ます。

○わら べの館は社会教育施設と し て運営さ れており 、児童館と し ての業務は、おと ぎ 劇場・ 巡回わら

べ劇場等、「 童話の里」を 具現化する 取組を 行っています。

○生涯学習を 支える 情報発信基地と し て、あら ゆる 年代に対応する 図書館の整備について検討する

必要があり ます。

○町内には、わら べの館に児童図書室、中央公民館に図書室があり 、住民の読書に対する ニーズは

高いため、今後も 充実し た図書の購入を 継続し ていき ます。

○現在、わら べの館の児童図書室、中央公民館の図書室が町立図書館の役割を 担いな がら 町全体

と し ての図書館サービスを 提供し ています。今後は、わら べの館の児童図書室や中央公民館の図

書室の在り 方も 含め図書館の設置について総合的な 検討が求めら れます。

施策３ -２ 　 生涯学習の推進

（ 生涯学習の取組）

（ 図書室の取組）

・ ・ ・ 施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）

7 1



未来へつなぐ ひと づく り基本施策３

○玖珠町を 含め、大分県西部地域は定期的に運動習慣のある 人の割合が県平均より 低いた め、青

壮年期における 運動習慣のある 人の割合を 増やし 、様々な 世代がスポーツ 活動を 通じ て、心身と

も に豊かな 生活を 送るこ と がで きる よう 、住民の健康や体力の増進、競技力向上に取り 組む必要

があり ます。

○社会教育団体の登録7 0 団体中、スポーツ 系の団体は4 2 団体（ う ち 1 4 団体は小中学生）（ 令和2

年4 月現在）と なっており 、各種スポーツ 団体の育成と と も に、誰で も 気軽にはじ めら れる 種目団

体の立ち 上げ等、生涯スポーツ の推進等を 通じ て、スポーツ・ レ クリ エーショ ン 活動の充実を 進め

ていく こ と が求めら れます。

3 -2 -1： 生涯学習の充実

○地域の住民が集い、教え、学びあい、お互いの教養文化を 高めるため、公民館講座、公民館発表会等

を 実施し 、住民同士が親睦を 深め、助け合いの精神を 培う こと ができる場づく り に努めます。

○ク ラ シッ ク 音楽、演劇、ミ ュージカル、コ ン サート 等、住民の教養・ 文化の向上、健康の増進、情操の純

化を 図ること ができ、まち づく り、生きがいづく り と 連動し た自主文化事業に努めます。

3 -2 -2： 図書館サービス網の構築

○玖珠町の文化や歴史を 総合的に学ぶ町立図書館の設置、あり 方、方向性を 検討し ます。

○公民館機能と 連動し 、「 人づく り・ まち づく り 」の拠点になるよう 、地域や住民の課題解決や利用者が

調べ学習に必要な書籍の導入に努めます。

○すべての住民が公平に図書館サービスを 受けら れるよう 、わら べの館の移動図書館車を 活用し 、玖

珠町独自の図書館サービス網の構築に努めます。

○わら べの館の児童図書室と 中央公民館の図書室の連携を 深めるこ と で、住民ニーズに対応し た効

果的な図書館サービスの提供に努めます。

3 -2 -3： 久留島武彦の精神を 引き継ぐ 活動の推進

○日本童話祭は7 0 回を 超える 歴史のあるイ ベント となっており 、毎年多く の県内外の方が来町さ れ

る玖珠町最大のイ ベント です。今後も 久留島武彦の精神を 継承していく ため、継続して実施していき

ます。また、日本童話祭で のおと ぎ 劇場、全国児童生徒俳句大会、巡回わら べ劇場についても 継続し

て実施し 、久留島武彦の精神を 引き 継ぐ 活動を 推進し ます。

○久留島武彦に関連する資料等を 収集し 、調査・ 研究を 通じ て、常設・ 特別企画展を 開催し ます。

○久留島武彦研究紀要を 発行し 、郷土の歴史・ 文化の学習、保護、活用に取り 組み、久留島武彦記念館

の利用促進を 図り ます。

○玖珠町のまち づく り の根幹となっている「 童話の里」の精神を 未来につな げるため、久留島武彦の

功績を 全国に発信し ます。

（ 社会体育（ ス ポーツ・ レ ク リ エーショ ン ））

町の取組（ 重点施策）

施策で の取組
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未来へつなぐ ひと づく り 基本施策３

※総合型地域スポーツク ラブ：

幅広い世代の人々が、各自の興味関心・ 競技レ ベルに合わせて、さ まざまな スポーツに触れる 機会を 提供する、地域密着

型のスポーツク ラブのこ と 。

3 -2 -4 ： 児童文化の向上

○わら べサークル協議会の支援、巡回わら べ劇場を 実施するほか、児童文化に携わる 人材の育成に取

り 組み、児童文化の向上を 図り ます。

3 -2 -5： 社会体育の取組

○総合型地域スポーツク ラ ブ ※の運営や活動が円滑に進めら れるよう 支援を 行い、子ども から 高齢者

まで各世代に応じ た誰も が気軽に参加できるスポーツ活動を 推進し ます。

○スポーツ やレクリ エーショ ン の住民参加型の体育行事を 企画開催し 、住民同士の交流や町外の方

や団体と の交流促進につなげます。

○広報誌やホームページ で 各スポーツ 団体の活動内容の紹介や参加者募集を 行う 等、スポーツ 活動

等に関する情報発信を 通じ て、住民のスポーツ活動を 支援し ます。

・ 中央公民館が行う 主催講座に積極的に参加する。

・ 地域の住民が集い、教えあい、学びあう 等、お互いの教養文化を 高める場づく り を 進める。

・ 健康づく り のため、年齢・ 体力に応じ たスポーツ活動に取り 組む。

・ イ ベント や各種スポーツ大会の運営や競技へ積極的に参加する。

数値目標

○玖珠町社会教育基本計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  【 教育委員会　 社会教育課　 社会教育班】

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）
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未来へつなぐ ひと づく り基本施策３

［  施策目標 ］

■文化財は、住民の共有財産であると いう 認識のも と 、その保護を 通じ て郷土を 愛する 心を

育みます。

■文化財の保存・ 管理・ 公開・ 活用を 通じ て、住民の認識を 深め、町内外へ発信し ます。

○玖珠町には、「 角牟礼城跡」「 旧久留島氏庭園」「 旧豊後森機関庫」「 山下岩戸楽」等、多く の文化財が

あり ますが、十分に保存・ 継承さ れていない状況がみら れます。

○郷土の歴史に対する理解を 深めると と も に、ふるさ と 玖珠町への愛着と 誇り を 持つ心の育成につな

げるため、より 多く の住民が郷土の歴史に触れる機会を 創出していく 必要があり ます。

○こ れまで に先人が築いてき た貴重な 郷土資料を 収集し 、玖珠町の歴史、文化へ触れる 機会を 増や

し 、文化の継承を 図り ます。

○玖珠町のすばら し い文化財を 町外に発信し 、玖珠町の知名の向上につなげていく 取組が必要です。

施策３ -３ 　 文化財の保護と 活用

※サイン整備：

地域を わかり やすく 案内するこ と ができるサインを 景観及び関連する法律等に配慮し た内容で 整備するこ と 。良好な景

観を 創出するこ と 、地域らし さ を 表現するこ と により 、快適で 豊かなまちづく り を 目指すこ と を 目的に実施するも の。

3 -3 -1： 文化財の保存活動の推進

○玖珠町に関係する 歴史資料や文化財の整理収集のため収蔵施設の充実を 図り、文化財の適切な保

存活動と 新たな文化財指定・ 登録の推進を 行います。

3 -3 -2： 文化財の活用

○地域文化への理解を 深めるため、啓発活動や講座の開催等、文化財に対する 住民の意識の向上を

図り ます。

○角牟礼城跡の眺望の確保、旧久留島氏庭園や旧豊後森機関庫回遊ルート の設定やサイン 整備※、眺

望の回復を 行い、文化財を 観光資源として活用し 、町内外への情報発信に取り 組みます。

（ 歴史・ 文化財の保護、活用）

・ ・ ・ 施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）

町の取組（ 重点施策）

施策で の取組
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にぎわいと 活気を興すし ごと づく り 基本施策４

※1 日本遺産：

地域の歴史的魅力や特色を 通じ てわが国の文化・ 伝統を 語るスト ーリ ーを「 日本遺産（ J a p a n H e r i t a g e ） 」 と し て文

化庁が認定するも の。

※2 やばけい遊覧：

中津市と 共同で 申請し 平成2 9 年度に認定を 受けた日本遺産。大正時代に観光資源と し て注目を 集めた耶馬溪の観光と

景観を 守ってきた人々の想いを ひと つのスト ーリ ーと し てまと めたも の。

3 -3 -3： 日本遺産の情報発信

○中津市と シリ アル型で設定を 受けた日本遺産※1 やばけい遊覧※2 の歴史的魅力や特色等、構成文化

財について“ 何を 見せるか”を 明ら かにし 、町内外で共有できるよう 情報発信を 行います。

・ 地域の歴史や文化を 風化さ せないよう 、町の財産である文化財を 大切に保存・ 継承する。

・ 学校の授業で 玖珠町の歴史、文化を 学ぶこ と で 玖珠町に興味を 持ち 、文化財保護のための知識

を 身につける。

○名勝旧久留島氏庭園保存管理計画　 　 　 　 　 　 　 　 　  【 教育委員会　 社会教育課　 社会教育班】

○史跡角牟礼城址保存活用計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　【 教育委員会　 社会教育課　 社会教育班】

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）
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